
安  全  衛  生  方  針 安 全 目 標

衛 生 目 標

重 点 施 策

重 点 施 策 　店　社　の　重　点　実　施　事　項 作　業　所　の　重　点　実　施　事　項

１． 定期健康診断の受診率１００％、二次検査受診率８５％以上
２． 二次検査対象者率２０％以下
３． 過重労働による面接指導対象者０人
　　 ※面接指導対象者(時間外・休日労働時間が１ヶ月あたり８０時間超)
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労働安全衛生マネジメントシステム
の 適 切 な 運 用

安 全 衛 生 活 動 の 活 性 化

三 大 災 害 の 絶 滅
(はさまれ・巻き込まれ災害、飛来･落下災害、墜落・転落災害)

公衆災害･公衆事故･交通事故の防止

｢心とからだの健康づくり｣
お よ び 職 場 環 境 改 善

１．死亡災害 ： ０件
２．公衆災害 ： ０件
３．度 数 率 ： 0.95以内（統計内　休業４日以上）
　  強 度 率 ： ０．08以内（統計内　休業４日以上）

ＩＳＯ４５００１の継続的な維持・管理と適切な運用
リスクアセスメントの実施に係る店社管理者の指導強化
『 非定常作業 作業ストップ 手順の確認 ＫＹ実施 』運動の推進
実作業を考慮した作業手順・作業計画の策定への指導・支援とその確認
現場条件を考慮した適切な人員配置の検討
安全衛生委員会規則に則った安全衛生委員会の開催と活性化
より効果的なパトロール方法を検討し、他部門・他部署・若手との合同実施
発生した災害(事故)の徹底した原因究明と、具体的な再発防止策の展開
安全衛生パトロール是正指示事項・良好事項、監督署臨検指導事項の水平展開
体験型安全教育・ＫＹＴ(危険予知訓練)等による危険感受性向上施策の立案と支援
安全運転管理者の確実な選任と職務の遂行(運転者の運転前後のアルコールチェック他)
交通安全教育、長時間連続運転の禁止、疲労軽減への配慮、健康状態の把握

定期健康診断の受診確認と有所見者への再診・再検指導
特定保健指導利用の周知・参加促進による特定保健指導実施率の向上
時間外・休日労働時間の削減、休日振替の促進、年次有給休暇等の取得促進
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全社の｢危険有害要因の特定等の結果表｣の作業所への反映(予想される災害･防止対策)
リスクアセスメントの結果を反映した作業手順書の作成と周知
『 非定常作業 作業ストップ 手順の確認 ＫＹ実施 』運動の実施
実作業に即した作業手順・作業計画の策定・周知と作業開始後の見直し
作業内容に即した適切な人員配置とそれぞれの役割の完全実施
統括管理体制の確立と災害防止協議会の活性化
３ない管理(黙認しない・妥協しない・放置しない)に徹した現場巡視
災害(事故)事例の確認と作業手順書・ＫＹへの有効活用
｢三現主義｣･｢手･足･体の位置確認｣･｢指差呼称｣･｢声かけ｣･｢見える化｣の安全活動推進
体験型安全教育・ＫＹＴ(危険予知訓練)等による危険感受性の向上
架空線位置の確認と防護、地下埋設物位置の確認と試掘の確実な実施
通勤を含めた交通安全教育、運行ルートの明示およびヒヤリマップ作成と周知

定期健康診断の確実な受診および有所見者の再診・再検 　
特定保健指導の積極的な利用による特定保健指導実施率の向上
時間外・休日労働時間の削減、休日振替の促進、年次有給休暇等の取得促進
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月 別
重 点 項 目

主 要 行 事
予 定

墜落･転落災害
の防止

交通事故・災害
の防止

安全衛生管理計画
の 周 知 期 間

はさまれ･巻き込まれ
災害の防止

定期健康診断
受 診 の 徹 底

激突され災害
の防止

年度末労働災害
防止強調月間

飛来・落下災害
の防止

崩壊・倒壊災害
の防止

交通事故・災害
の防止

建設機械･クレーン等
災害の防止

全国安全週間

特別パトロール

感 電 等 電 気
災害の防止

健康管理と
職場環境の整備

全国労働衛生週間

特別パトロール

架空線･地下埋設
物事故の防止

建設機械･クレーン等
災害の防止

年末年始労働災害防止強調期間

特別パトロール 安 全 祈 願

潜水災害の防止
切 れ・こすれ
災害の防止

船舶 ･作業船
災害の防止

はさまれ･巻き込まれ
災害の防止

公衆災害の防止

　当社は、土木事業、地盤改良事業およびブロック環境事業の３事業が協調し、海に陸に、持続的な成長を目指します。
それぞれの事業が社会に貢献し建設業に課せられた役割・使命を果たし、期待と信頼に応える企業となるべく努力します。
　人命尊重の理念のもとに「安全最優先」で事業活動を行い、協力会社と連携して、労働災害、公衆災害の絶滅、工事事故
の防止および労働者等の健康増進ならびに職場環境の改善に努め、社会からの信頼を得るとともに会社の永続的発展
を目指します。
労働者等の協議・参加のもと危険源を除去し、労働安全衛生リスクを低減することで、安全で健康的な労働条件を
提供し、労働者等の一人ひとりが意識を高め、安全衛生活動を自ら推進し､無事故・無災害の職場づくりを進めます。
職場でのリスクアセスメントを実行し、労働安全衛生マネジメントシステムの適切な運用により、負傷、疾病の防止
および労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善に努めます。
心とからだの健康づくりに取組み、快適で明るく働きがいのある職場環境をつくります。
法的要求事項およびその他の要求事項を確実に順守します。
安全衛生方針の達成のため、安全衛生管理計画にて安全衛生目標を設定し、必要に応じて見直します。
この安全衛生方針は、労働者等に周知するとともに外部の人にも公開します。
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休止期間中の
保安対策の確立
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熱中症の予防
ストレスチェック
の実施

激突され災害
の防止

墜落･転落災害
の防止 転倒災害の防止


